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（
質
問
の 

六
五
）

答

弁

第

六

五

号 

    

衆
議
院
議
員
植
原
悅
二
郞
君
外
六
名
提
出
電
源
の
帰
属
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
六
五
号 

昭
和
二
十
六
年
三
月
二
日 

衆

議

院

議

長 

幣 
原 
喜 
重 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
植
原
悅
二
郞
君
外
六
名
提
出
電
源
の
帰
属
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

電
気
事
業
再
編
成
令
に
よ
る
電
源
の
帰
属
に
つ
い
て
は
、
変
更
を
要
す
る
も
の
を
公
益
事
業
委
員
会
に
お
い
て
検
討
を 

行
つ
て
い
る
が
、
同
令
別
表
第
三
の
前
書
に
よ
つ
て
帰
属
は
新
会
社
が
成
立
後
委
員
会
の
認
可
を
受
け
て
協
定
す
る
か
、 

若
し
く
は
四
箇
月
以
降
八
箇
月
以
内
に
公
益
事
業
委
員
会
が
聽
聞
を
経
て
命
令
し
た
と
き
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
て 

い
て
、
今
直
ち
に
帰
属
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
御
質
問
の
新
会
社
間
の
供
給
力
の
過
不
足
に
つ 

い
て
は
、
別
途
地
帶
間
融
通
等
に
よ
つ
て
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
電
力
需
給
上
の
混
乱
は
惹
起
し
な
い
も
の
と
考 

え
る
。 

二 

丸
山
地
点
の
帰
属
に
付
て
は
目
下
研
究
中
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
本
地
点
は
洪
水
調
整
及
び
水
利
等
の
面
で 

地
元
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
の
で
、
電
力
会
社
は
、
建
設
省
農
林
省
及
び
岐
阜
愛
知
両
県
当
局
等
と
の
間
に
水
の
使
用
方
法

等
に
つ
い
て
遺
憾
の
な
い
よ
う
協
議
な
し
且
つ
、
電
力
会
社
の
責
任
者
を
中
部
地
区
に
常
駐
せ
し
め
て
敏
速
な
措
置
が
と 

れ
る
よ
う
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
な
お
こ
の
場
合
丸
山
の
発
生
電
力
は
中
部
関
西
の
需
要
に
応
じ
て
適
正
に
配
分
す 



る
こ
と
に
し
た
い
。 

右
答
弁
す
る
。 

四 

 




